
転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会開催要綱 

 

１ 趣旨・目的 

国は、第三次産業における労働災害防止対策を第 13 次労働災害防止計画における重点

事項の１つに位置付け、その推進を図ってきたところであるが、計画期間中を通して労働

災害は増加しており、特に増加が顕著な小売業や介護施設等を中心に、その対策の見直し

が喫緊の課題となっている。中でも大きく増加している「転倒」や「動作の反動・無理な

動作」といった「行動災害」については、骨折や後遺症を伴う重大なものが散見される、

対策が重要な災害である一方、その発生メカニズムは労働者の個人要因の影響も大きいた

め、従来型の災害と同様の対策では、十分な成果を挙げることができていない状態にある。 

このため、関係者や有識者の参画を得て、転倒防止・腰痛予防対策の在り方及び具体的

な対策の方針について、規制の見直しも念頭に置いた検討を行うこととする。 

 

２ 検討事項 

（１）転倒防止や腰痛予防に効果的な啓発の在り方について 

（２）今後の具体的な転倒防止対策の在り方について 

（３）今後の具体的な腰痛予防対策の在り方について 

（４）転倒防止や腰痛予防のために必要な環境整備の在り方について 

（５）その他 

 

３ 構成等 

（１）本検討会は、厚生労働省労働基準局安全衛生部長が別紙の構成員の参集を求めて開催

する。 

（２）本検討会には座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。 

（３）本検討会には必要に応じ、別紙構成員に加えて、新たな構成員の参集を依頼できるも

のとする。 

（４）本検討会には必要に応じ、関係者からヒアリングを行うことができるものとする。 

（５）本検討会には必要に応じ、作業部会を開催することができるものとする。 

 

４ その他 

（１）検討会、会議資料及び議事録については、原則として公開するものとする。ただし、

個別事案を取り扱う場合においては、個人・企業情報の保護の観点等により、公開する

ことにより、特定の者に不当な利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがある場合等に

おいて、座長が非公開が妥当であると判断した際には、非公開で実施することともでき

るものとする。なお、非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨

を公開する。 

（２）本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び労働衛生課において

行うものとする。 
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